
 

付 議 第 １６ 号 

 

 

高知県障害者就学指導委員会規則の一部を改正する規則議案 

 

 

高知県障害者就学指導委員会規則（昭和 51年高知県教育委員会規則第１号）

の一部を別紙のとおり改正することについて、高知県教育委員会事務委任規則

（平成４年高知県教育委員会規則第１号）第２条第３号の規定により議決を求

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任規則 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

(3) 規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

教 育 委 員 会 規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 障 害 者 就 学 指 導 委 員 会 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。  

平 成 2 6年 ３ 月  日  

高 知 県 教 育 委 員 会 委 員 長  小 島  一 久  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

高 知 県 障 害 者 就 学 指 導 委 員 会 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 障 害 者 就 学 指 導 委 員 会 規 則 （ 昭 和 5 1年 高 知 県 教 育 委 員 会

規 則 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

題 名 中 「 就 学 指 導 」 を 「 教 育 支 援 」 に 改 め る 。  

第 １ 条 中 「 取 扱 い を 要 す る と 思 わ れ る 者 の 障 害 の 内 容 を 診 断 ・

判 定 し 、 そ の 適 正 な 就 学 を 図 る た め 、 高 知 県 障 害 者 就 学 指 導 委 員

会 」 を 「 支 援 を 必 要 と す る 者 の 障 害 の 状 態 等 を 判 断 し 、 適 切 な 就

学 支 援 そ の 他 の 教 育 支 援 を 行 う た め 、 高 知 県 障 害 者 教 育 支 援 委 員

会 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条 中 「 次 の 」 を 「 次 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 及 び 第

２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

(１ )  障 害 の 状 態 等 の 把 握  

(２ )  学 校 教 育 法 施 行 令 （ 昭 和 2 8年 政 令 第 3 4 0号 ） 第 2 2条 の ３

に 規 定 す る 障 害 の 程 度 の 判 断  

第 ２ 条 第 ４ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

(４ )  就 学 先 の 決 定 そ の 他 の 教 育 支 援 に 関 す る 助 言  

第 ２ 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

(５ )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め

に 必 要 な 業 務  

第 ３ 条 第 １ 項 中 「 判 定 委 員 及 び 診 断 委 員 」 を 「 専 門 委 員 及 び 教

育 相 談 委 員 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 委 嘱 又 は 任 命 す る 」 を 「 委

嘱 し 、 又 は 任 命 す る 」 に 改 め る 。  

第 ４ 条 た だ し 書 中 「 た だ し 、 」 を 「 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合

に お け る 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 こ れ を 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 事 故 あ る と

き 」 を 「 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た と き 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 次 の 」 を 「 次 に 掲 げ る 」 に 、 同 条 第 ２ 項 中

「 前 項 の 」 を 「 前 項 各 号 に 掲 げ る 」 に 改 め る 。  

第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 委 嘱 又 は 任 命 す る 」 を 「 委 嘱 し 、 又 は 任 命 す

る 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 調 査 ・ 審 議 」 を 「 調 査 及 び 審 議 」 に

改 め る 。  

第 ８ 条 第 １ 項 中 「 委 員 会 」 を 「 委 員 会 の 会 議 （ 以 下 こ の 条 に お

い て 「 会 議 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 委 員 会 の 」 を

削 り 、 「 開 く こ と 」 を 「 、 議 事 を 開 き 、 及 び 議 決 を す る こ と 」 に

改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 委 員 会 」 を 「 会 議 」 に 、 「 出 席 委 員 」 を

「 出 席 し た 委 員 」 に 、 「 会 長 」 を 「 議 長 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中

「 委 員 会 の 」 を 削 る 。  

別  紙  



第 1 0条 の 見 出 し を 「 （ 庶 務 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 事 務 は 」 を

「 庶 務 は 」 に 改 め る 。  

第 1 1条 中 「 別 に 」 を 削 る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 2 6年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則  

◎ 高 知 県 障 害 者 就 学 指 導 委 員 会 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 



 

高知県障害者就学指導委員会規則を一部改正する議案説明 

１ 目的  

国は、今後の特別支援教育の一層の充実に向け、インクルーシブ教育シス

テムの構築による共生社会の実現という理念を示した。関連して、文部科学

省からも、障害のある子どもの就学先の決定や就学指導委員会の在り方につ

いて新たな考え方が示された。 

その中で、就学指導委員会の役割として、就学先の決定のみならず、その

後の一貫した支援についても助言を行うということが付加され、会の名称に

ついても、「教育支援委員会（仮称）」とすることが適当であるとされた。 

また、本県においては、近年、医療的ケアが必要な障害の重い児童生徒へ

の対応や心身症及び自閉症等の児童生徒の指導・支援が課題となっており、

就学指導委員会の役割として、就学先の決定に加えて、適切な指導や必要な

支援について助言を得ることができる機関としての必要性が求められてい

る。 

以上の現状を踏まえ、高知県障害者就学指導委員会の規則の一部を改正し

ようとするものである。 

 

２ 規則改正の主な内容 

(１) 名称について 

「高知県障害者就学指導委員会」を「高知県障害者教育支援委員会」と

改める。 

(２) 設置目的（第１条） 

「適正な就学を図るため」を「適切な就学支援その他の教育支援を行う

ため」に改め、機能の拡充を図った。 

(３) 業務（第２条） 

「障害の程度の判断」のみならず、「就学先の決定その他の教育支援に関

する助言」を行う機能を付加した。 

(４) 委員の名称（第３条） 

「判定委員」を「専門委員」に、「診断委員」を「教育相談委員」とし、

設置目的の趣旨と対応させた。 

(５) その他、規則としての文言を整理し改めた。 

 

３ 施行期日 

  平成 26 年４月１日 
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新      旧      対      照      表 

新 旧 

高知県障害者教育支援委員会規則 高知県障害者就学指導委員会規則 

高知県障害者就学指導委員会規則(抜粋) 高知県障害者就学指導委員会規則(抜粋) 

 

本則 

 

本則 

(設置) 

第 1条 障害を有する児童生徒等のうち教育上特別な支援を必要とする者

の障害の状態等を判断し、適切な就学支援その他の教育支援を行うた

め、高知県障害者教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置す

る。 

(設置) 

第 1条 障害を有する児童生徒等のうち教育上特別な取扱いを要すると思

われる者の障害の内容を診断・判定し、その適正な就学を図るため、高

知県障害者就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(業務) 

第 2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。 

(業務) 

第 2条 委員会は、次の業務を行う。 

(1) 障害の状態等の把握 (1) 障害の内容の検査及び診断 

(2) 学校教育法施行令(昭和 28年政令第 340号)第 22条の 3に規定す

る障害の程度の判断 

(2) 前号の検査及び診断に基づく総合判定 

(3) 略 (3) 略 

(4) 就学先の決定その他の教育支援に関する助言 (4) その他必要な事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な

業務 

 

(組織) 

第 3条 委員会は、専門委員及び教育相談委員(以下「委員」という。)で

組織し、その数は、35人以内とする。 

(組織) 

第 3条 委員会は、判定委員及び診断委員(以下「委員」という。)で組織

し、その数は、35人以内とする。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、高知県教育長(以下「教育長」とい

う。)が委嘱し、又は任命する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、高知県教育長(以下「教育長」とい

う。)が委嘱又は任命する。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(委員の任期) 

第 4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における

(委員の任期) 

第 4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

参
考
資
料
２

 



補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 5条 委員会に、会長及び副会長各 1名を置き、委員の互選によってこ

れを定める。 

(会長及び副会長) 

第 5条 委員会に、会長及び副会長各 1名を置き、委員の互選によってこ

れを定める。 

2 略 2 略 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

(専門部) 

第 6条 委員会に、次に掲げる専門部を置く。 

(専門部) 

第 6条 委員会に、次の専門部を置く。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

2 前項各号に掲げる専門部のほか、必要があるときは、その他の専門部

を置くことができる。 

2 前項の専門部のほか、必要があるときは、その他の専門部を置くこと

ができる。 

3 略 3 略 

(調査員) 

第 7条 略 

(調査員) 

第 7条 略 

2 調査員は、教育長が委嘱し、又は任命する。 2 調査員は、教育長が委嘱又は任命する。 

3 調査員は、当該専門の事項に関する調査及び審議が終了したときは、

解任されるものとする。 

3 調査員は、当該専門の事項に関する調査・審議が終了したときは、解

任されるものとする。 

(会議) 

第 8条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が

招集し、その議長となる。 

(会議) 

第 8条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び

議決をすることができない。 

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができな

い。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

4 委員会の会議は、非公開とする。 4 委員会の会議は、非公開とする。 

(庶務) 

第 10条 委員会の庶務は、高知県教育委員会事務局特別支援教育課にお

(事務) 

第 10条 委員会の事務は、高知県教育委員会事務局特別支援教育課にお



いて処理する。 いて処理する。 

(委任) 

第 11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。 

(委任) 

第 11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。 

 



高知県障害者就学指導委員会規則 

昭和51年３月５日 

教育委員会規則第１号 

  

 改正 昭和53年11月14日教育委員会規則第７号 平成９年３月25日教育委員会規則第10号  

   平成11年３月30日教育委員会規則第14号 平成15年３月28日教育委員会規則第１号  

高知県心身障害者就学指導委員会規則をここに公布する。 

高知県障害者就学指導委員会規則 

（設置） 

第１条 障害を有する児童生徒等のうち教育上特別な取扱いを要すると思われる者の障害

の内容を診断・判定し、その適正な就学を図るため、高知県障害者就学指導委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（業務） 

第２条 委員会は、次の業務を行う。 

(１) 障害の内容の検査及び診断 

(２) 前号の検査及び診断に基づく総合判定 

(３) 教育相談 

(４) その他必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、判定委員及び診断委員（以下「委員」という。）で組織し、その数は、

35人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、高知県教育長（以下「教育長」という。）が委嘱

又は任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 医師 

(３) 関係教育機関の職員 

(４) 関係行政機関の職員 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に、会長及び副会長各１名を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（専門部） 

第６条 委員会に、次の専門部を置く。 
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(１) 視覚障害部 

(２) 聴覚障害部 

(３) 知的障害部 

(４) 肢体不自由部 

(５) 病弱・虚弱部 

２ 前項の専門部のほか、必要があるときは、その他の専門部を置くことができる。 

３ 専門部に属する委員は、会長が指名する。 

（調査員） 

第７条 専門部に、その任務に係る専門事項を調査するため、調査員を置くことができる。 

２ 調査員は、教育長が委嘱又は任命する。 

３ 調査員は、当該専門の事項に関する調査・審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

（会議） 

第８条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 委員会の会議は、非公開とする。 

（緊急な事項の処理） 

第９条 会長は、緊急に処理を要する事項については、関係する専門部にその審議を求め、

当該専門部の議決をもって委員会の議決に代えることができる。この場合において、会

長は、次の委員会にその結果を報告しなければならない。 

（事務） 

第10条 委員会の事務は、高知県教育委員会事務局特別支援教育課において処理する。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定

める。 

第12条  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和53年11月14日教育委員会規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年４月１日から適用する。 

附 則（平成９年３月25日教育委員会規則第10号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月30日教育委員会規則第14号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月28日教育委員会規則第１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。  



学校教育法施行令 

第二章 視覚障害者等の障害の程度  

 第二十二条の三 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体

不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 障害の程度 

視覚障害者 

両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度の

もののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認

識が不可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障害者 
両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使

用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 

知的障害者 

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに

頻繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会

生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由者 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活にお

ける基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医

学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の

状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

備考 

一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、   

矯正視力によつて測定する。 

二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。  
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高知県障害者就学指導委員会 判定委員名簿（平成２５年度） 

 

No 所  属 職 名 氏  名 

１ 
国立大学法人 

高知大学教育研究部 
教授 寺田 信一 

２ 
国立大学法人 

高知大学医学部眼科 
教授 福島 敦樹 

３ たしま耳鼻咽喉科 院長 田島 和幸 

４ 県立療育福祉センター 
副センター長 

（総括） 
畠中 雄平 

５ 高知医療センター 医師 吉岡 知子 

６ 
ひろせ整形外科 

リハビリテーションクリニック 
院長 廣瀬 大祐 

７ 高知赤十字病院小児科 部長 阿部 孝典 

８ 国立病院機構高知病院小児科 医長 高橋 芳夫 

９ 高知県立大学  名誉教授 川﨑 育郎 

10 
県立療育福祉センター 

相談通園部 
チーフ 東谷 美奈 

11 
県立幡多児童相談所 

相談サポート班 
チーフ 松本 秀喜 

12 県教育センター教職研修部 チーフ 高橋 信司 
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第１ 改正の趣旨（抜粋） 

 就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決

定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、

心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決

定する仕組みとすることが適当である。 

２５文科初第６５５号文部次官通知  学校教育法施行令の一部改正について 

4/11/31まで

小
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学
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等
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（→

保
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者
）

通知
(→県教委）

【改正後】

障害のある児童生徒の就学先決定について（手続きの流れ）
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◆学校教育法施行令の一部改正につ

いて（通知）「第３ 留意事項 ２」

より抜粋 
 

障害のある児童生徒等の就学に関

する手続に関しては、報告において、

「現在、多くの市町村教育委員会に

設置されている「就学指導委員会」

については、早期からの教育相談・

支援や就学先決定時のみならず、そ

の後の一貫した支援についても助言

を行うという観点から、「教育支援

委員会」（仮称）といった名称とす

ることが適当である。」との提言が

なされており、この点についても留

意する必要があること。 

 

 

◆障害のある児童生徒等に対する早期

からの一貫した支援（通知） 

「第２ ４ 教育支援委員会（仮称）」

より抜粋 
 

現在，多くの市町村の教育委員会に

設置されている「就学指導委員会」に

ついては、早期からの教育相談・支援

や就学先決定時のみならず、その後の

一貫した支援についても助言を行う

という観点から機能の拡充を図ると

ともに、「教育支援委員会」（仮称）

といった名称とすることが適当であ

ること。 

 

 

 

◆第６章 教育相談体制の整備、１ 市
町村教育委員会における教育相談体制
の整備、（２）教育支援委員会（仮称）
についてより抜粋 

  早期からの教育相談・支援や就学先
決定時のみならず，その後の一貫した
支援についても助言を行うという観点
から、以下のように、その機能の拡充
を図っていくことが適当である。 
（ウ）教育的ニーズと必要な支援につ

いて整理し、個別の教育支援計
画の作成について助言を行うこ
と。 

（カ）就学先の学校に対して適切な情
報提供を行うこと。 

25文科初第 655号文部次官通知 25文科初第 756号中等教育局長通知 

 

「教育支援資料」平成 25年 10月 

【文部科学省、大西孝志特別支援教育調査官に確認済】（平成２５年１２月１０日） 
 

 ○２５文科初第７５６号文部科学省初等中等教育局長通知では、都道府県の教育委員会の「教育支援委員会（仮称）」

について記載はないが、これをもって「都道府県には、教育支援委員会（仮称）をおかなくてもよい」とういもので

はない。「都道府県教育委員会」と読み替えることができる。 

参
考
資
料
７
 


